
２０１９年６月１０日 

 

 

 

 

       

京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）は、厚生労働大臣より２０１９年５月９日付で

「女性活躍の推進」に積極的に取り組んでいる企業として女性活躍推進法に基づく認定（える

ぼし認定）のうち最上位にあたる三つ星認定を、２０１９年５月１７日付で「次代の社会を担う

子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備」に積極的に取り組んでいる企業として次世代

育成支援対策推進法に基づく特例認定（プラチナくるみん）と通常認定（くるみん・４回目）を

受けましたので、お知らせいたします。 

女性活躍推進法および次世代育成支援対策推進法に基づく最上位認定のダブル取得は、京都

府・滋賀県内の企業では、初となります。 

記 

１．認定の詳細 

（１）女性活躍推進法に基づく認定 

   女性活躍推進法に基づく認定とは、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出を

行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組実績等が優良な事業主が、都道府県労

働局への申請により厚生労働大臣の認定を受けることができる制度です。認定には、５

つの基準が設けられており、その達成状況に応じて３段階の認定を行う制度となってい

ます。今回当金庫は、５つの基準すべてを達成し、最上位の認定である三つ星認定を受

けました。 

（２）次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定とは、企業の自発的な次世代育成支援に関

する取り組みを促すため、行動計画に定めた目標を達成したなど一定の基準を満たした

企業が申請することにより厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができ、

 ～ 京都府・滋賀県内の企業で初 ～ 

「えるぼし（三つ星）」「プラチナくるみん」認定をダブル取得 



さらに認定を受けた企業がより高い水準の取り組みを行い、一定の基準を満たすと特例

認定（プラチナくるみん）を受けることができる制度です。今回当金庫は、次世代育成

支援対策推進法に基づく認定のうち、最上位にあたる特例認定（プラチナくるみん）と

通常認定（くるみん・４回目）を受けました。 

２．認定取得日 

認定制度 認定取得日 

女性活用推進法に基づく認定（えるぼし） ２０１９年５月 ９日（木） 

次世代育成支援対策推進法に基づく特例認定 

           （プラチナくるみん） 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

           （くるみん・４回目） 

２０１９年５月１７日（金） 

 

３．当金庫の取組内容 

（１）女性活躍推進の取組内容 

性別に関係のない公正な採用 

（2016～2018年度） 

正職員採用における競争倍率 

  女性：１５．４１倍  男性：１７．５６倍 

働きやすい職場環境の整備 

（2018年度） 

正職員の平均勤続年数 

  女性：１２．０８年  男性：１５．０３年 

正職員の平均時間外・休日労働時間 

  １３．１３時間 

女性の積極的な登用 

（2016～2018年度） 

正職員の課長級への昇進比率 

  女性：７．３２％   男性：７．７２％ 

多様なキャリアコースの整備 

（2016～2018年度） 

パートタイマーの正職員への登用：３名 

女 性 の 正 職 員 で の 再 雇 用：３名 

３０歳以上の女性の中途採用：１名 

（２）次世代育成支援の取組内容 

男性職員の積極的な 

育児休職の取得 
男性職員の育児休職取得率：５７.３２％ 

育児休職関連制度の拡充 

育 児 休 職：最長子が３歳に達するまで 

短 時 間 勤 務：子が小学校に就学するまで 

時間外・休日労働免除：子が小学校４年生未満 

働き方改革 
リフレッシュ休暇制度の導入 

ノー残業Ｄａｙの設定等による時間外労働の削減 

 

 



４．今後の取組等について 

当金庫では、早くから女性活躍・均等推進や両立支援に積極的に取り組み、その取り組み

を評価いただいておりますが、今後も引き続き職員が性別に関係なく意欲をもってその能

力を十分に発揮できる職場環境の整備に努めてまいります。 

【ご参考：当金庫のこれまでの女性活躍・均等推進・両立支援に関する受賞歴】 

受 賞 年 月 受賞した表彰等 

１９９９年１０月 
厚生労働省 １９９９年度「ファミリー・フレンドリー企業表彰」 

「京都労働局長賞」受賞 

２００９年 １月 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん・１回目） 

２０１０年１０月 
厚生労働省 ２０１０年度「均等・両立推進企業表彰」 

均等推進企業部門 「京都労働局長優良賞」受賞 

２０１１年１２月 
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度にかかる 

「京都市長賞」受賞 

２０１２年１０月 
厚生労働省 ２０１２年度「均等・両立推進企業表彰」 

均等推進企業部門 「厚生労働大臣優良賞」受賞 

２０１３年 ５月 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん・２回目） 

２０１７年１０月 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん・３回目） 

２０１９年 ５月 

女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし・三つ星） 

次世代育成支援対策推進法に基づく特例認定（プラチナくるみん） 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん・４回目） 

＊１９９９年度のファミリー・フレンドリー企業表彰の受賞時の正式名称は「少年少女室長賞」 

   以上 

 

☆本件に関するお問い合わせは、 

京都中央信用金庫 On Your Side 事業部（TEL075-223-8385  FAX075-223-2563） 

までお願い申しあげます。 

 


